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老朽化消火器の破裂事故を踏まえた対応状況等について 

 

１ これまでの主な対応状況 

(1) 平成２１年９月１５日、大阪市東成区の屋外駐車場において、老朽化した消火器が

破裂し、遊んでいた子供１名が受傷（重傷）。その後、老朽化消火器の破裂事故が更

に３件発生し、各１名が受傷。 

＊いずれも長年にわたり屋外等に置かれていた消火器で、底部等の腐食が進行しており、何

らかの操作を加えようとした際に内部が加圧され、強度不足により破裂に至った模様。  
→ これらの事故について、消防庁（及び関係消防本部）から消費者庁へ速報。 

 
(2) 消防庁では、各消防本部に対し、老朽化消火器の適切な取扱いについて通知し、住

民に対して一層の注意喚起を促すよう要請（平成２１年９月１７日付け）。併せて、

消火器の製造･流通･点検に携わる事業者団体に対しても、関係者への注意喚起を要請。 

→ また、老朽化消火器の連絡･相談窓口（日本消火器工業会とりまとめ）等を各

消防本部に情報提供（平成２１年１０月８日付け事務連絡）。 
 

(3) 消火器の製造事業者においては、廃消火器のリサイクルを推進。 

→ 各メーカーのリサイクルシステムを一本化し、回収体制を強化する予定。 

２ 老朽化消火器による危害の防止のあり方について 

 消火器のライフサイクル（製造～流通～使用～廃棄）に沿って再点検を行い、現状と

課題を整理して、ユーザーへの安全（危険）情報の周知、消火器本体の安全性向上、適

切な点検・維持管理、安全な廃棄処理など、老朽化消火器による危害防止のあり方を検

討。 
 

(1) 調査・検討の項目 

① 消火器の製造から廃棄に至るまでの実態把握 

② 消火器の破裂事故に関する整理･分析 

③ 海外事情の調査（米国、英国、ＩＳＯ規格等） 

④ 上記を踏まえた検討 

○ 広報啓発、ユーザーへの安全（危険）情報の提供 

○ 消火器の構造、材質等 

○ 設置環境に応じた点検・維持管理 

○ 廃棄処理 

⑤ その他 
 

(2) 作業の進め方 

① 予防行政のあり方に関する検討会と並行して、関係機関･団体等による連絡会を開

催し、上記(1)に係る作業を実施。また、技術的事項については、日本消火器工業

会を中心とする作業部会にて作業を実施。 

② これらを踏まえ、予防行政のあり方に関する検討会において検討、とりまとめ（今

年度末～来年度初めを目途）。 
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事 務 連 絡 
平成２１年１０月 ８日 

 
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課 
                  御中 
東京消防庁・各指定都市消防本部 
 
 

消 防 庁 予 防 課 
 
 

老朽化消火器の連絡・相談窓口について（情報提供） 
 
 
老朽化消火器の破裂による人身事故防止については、「老朽化消火器の適切

な取扱いに係る周知の徹底について」（平成２１年９月１７日付け 消防予第

３９４号）により、周知徹底をお願いしているところですが、老朽化消火器の

連絡・相談窓口について社団法人日本消火器工業会（http://www.jfema.or.jp/）

より別添のとおり報告がありましたのでお知らせいたします。 
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、

この旨周知していただきますようお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 

総務省消防庁予防課 

担当：渡辺、加藤 

TEL：03-5253-7523 

FAX：03-5253-7533 
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事 務 連 絡 
平成２１年１０月１６日 

 
各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課 
                  御中 
東京消防庁・各指定都市消防本部 

 
 

消 防 庁 予 防 課 

 
 

老朽化消火器の取扱い等に関する注意喚起等について 

 
 
標記について、消費者庁から各都道府県及び政令指定都市の消費者担当部局

等に対し、別添のとおり事務連絡が行われましたのでお知らせします。 

 各都道府県及び消防機関におかれましては、各地域における廃消火器リサイ

クルの回収窓口及びその連絡先等について、消費者担当部局等と情報の共有化

等を図っていただきますようお願いいたします。 
また、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村

に対し、この旨周知していただきますようお願いします。 

 
 
 
 

総務省消防庁予防課 

担当：渡辺、加藤 

TEL：03-5253-7523 

FAX：03-5253-7533 
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＜別添＞

事 務 連 絡
平成２１年１０月１６日

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課 殿
独立行政法人国民生活センター・各消費生活センター 殿

消費者庁 政策調整課
消費者情報課

老朽化消火器の取扱い等に関する注意喚起のお願い

平素より、消費者安全行政の推進に当たっては格別のご理解、ご協力を頂きまして有難
うございます。
平成２１年９月１５日及び１６日に大阪市東成区及び福岡県行橋市において、腐食が進

んだ消火器を操作したことにより、消火器が破裂し受傷したと見られる事故が相次いで発
生しました。
これを踏まえ、今後類似の事故が発生することを防止するため、消防庁予防課長から各

都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・指定都市消防長に対し、平成２１年９月１７
日及び１０月８日に別添の老朽化消火器の取扱い等に関する文書が発出されました。消費
者庁としても、消費者の注意を喚起する必要があると認めますので、下記の事項について
情報提供致しますので、消費者への周知及び注意の喚起をしていただきますようお願いい
たします。
また、都道府県消費者行政担当課におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、こ

の旨周知していただきますようお願いします。

記

１．老朽化消火器の連絡・相談窓口について
老朽化消火器の回収・廃棄処理については、別紙の窓口までご連絡・相談してくださ
。 、 、 。い なお この窓口については １０月８日付けで消防庁から公表されているものです

２．老朽化消火器の取扱いに係る注意事項について
老朽化消火器の取扱いについては、特に以下の点にご注意ください。なお、この注意

点については、９月１７日付けで消防庁から公表されているものです。
（１）消火器が風雨にさらされる場所や湿潤な場所等に設置されていないかを確認すると

ともに、消火器の状態を点検し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用しないこと。
（２）不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、回

収を行っている事業者に廃棄処理を依頼すること。特に、腐食が進んでいる加圧式
の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、速やかに廃棄処理を依頼することが
望ましいこと。

＜別添参考資料＞ 平成２１年９月１７日付け消防庁予防課長通知
平成２１年１０月８日付け消防庁予防課発事務連絡

【連絡先】消費者庁政策調整課 倉野、山形
電話：０３－３５０７－９１８６
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事故発生 

 年  月 

 

場所 

 

人的被害 機種型式 製造年
製造年 

経過年数

事故概要 

事故発生の状況 破損箇所 

平成

11 
12 

東京都 

北区 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
1987 12 解体作業中  容器本体底部 

13 3 
愛知県 

名古屋市 
死者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 20 型
1979 22 廃棄のための放射操作  容器本体底部 

13 4 
北海道 

帯広市 
死者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 20 型
1977 24 

野焼きの火を消火しようと

して操作  
容器本体底部 

13 11 
福島県 

いわき市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
1975 26 

子供が遊んでいたところ

破裂  
底部が破損 

16 7 
千葉県 

八千代市 
負傷者 1 名 

粉末 

加圧式 10 型
― ― 

消火器を分解中、口金が

割れてガスが噴出し、飛

び出したもの 

口金が破損 

18 4 
佐賀県 

佐賀市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
― ― 

個人住宅に設置していた

消火器を移動した際、底

部の腐食部分が破裂 

容器本体底部 

18 9 
京都府 

京都市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
1989 17 

下水へ流すため、安全栓

を抜き、レバーを握ったと

ころ破裂 

容器本体底部 

20 4 
北海道 

函館市 
負傷者 1 名 

粉末 

加圧式 
1981 27 

廃棄するため、レバーを握

ったところ破裂 
容器本体底部 

21 9 
大阪府 

大阪市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 20 型
1989 20 

子供が遊んでいたところ、

屋外駐車場に置かれてい

た消火器が破裂 

容器本体底部 

21 9 
福岡県 

行橋市 
負傷者 1 名 ― ― ― 

納屋の軒下に置かれてい

た消火器を自ら廃棄しよう

と、操作したところ破裂 

容器本体底部 

21 9 
愛知県 

一宮市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
1989 20 

隣人所有の消火器を廃棄

のため放射したところ、本

体底部に穴が開いた 

容器本体底部 

21 10 
千葉県 

船橋市 
負傷者 1 名 

ABC 粉末

加圧式 10 型
1981 28 

自宅屋外で消火器を触っ

ていたところ、破裂 
容器本体底部 

過去１０年間における老朽化消火器の破裂による人身事故の状況 

（注） （社）日本消火器工業会の調査及び関係消防本部からの報告による。
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消火器の構造別の比較 

種 類 加圧式 蓄圧式 

写 真 

  

説 明 

加圧式は、内部にガスボンベを内蔵し、レバー

を操作することによりボンベを破封し、その圧

力により、消火薬剤を放出 

蓄圧式は、容器内部にあらかじめガスを充圧

しておき、レバー操作によりバルブを開き、

消火薬剤を放出 

構 造 放出時ガスボンベにて加圧 常時ガス０．７～０．９８ＭＰａでガス充圧

国内比率 

（平成 20年度） 
約８３％（約３２８万本） 約１６％（約６６万本） 

日常点検 外観での判断 圧力ゲージにて状況が把握可能 

消火薬剤 

詰替え後の

作業 

ガス容器（ＣＯ２）を取り付ける ガス充填後、漏れ試験を実施 

放出時 
瞬間的に２ＭＰａ程度まで加圧 

（ガス容器内は常温で約４～５ＭＰａ） 
０．７０～０．９８ＭＰａ以下の圧力 

備 考 

 

○住宅用消火器 

・消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有するもの

をいう。住宅式消火器は、蓄圧式の消火器であって、かつ、消火剤を再充

填できない構造でなければならない。 

・戸建住宅においては、消防法上の設置・維持基準、点検基準のいずれも適

用外となる。 

 

参考③ 
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消火器のリサイクルについて

消火器のリサイクルは、「廃棄物の処理及び清掃における法律」における広域認定制
度により実施されている。

参考④

現行方式

Ａ社消火器 Ａ社消火器
処理施設

消火器の製造事業者各社が環境省へ申請し、リサイクルの広域認定を受けている。

・取扱窓口約200カ所
Ａ社消火器
取扱窓口

Ｂ社消火器 Ｂ社消火器
処理施設

Ｂ社消火器
取扱窓口

・取扱窓口は、自社製品
しか回収できない。

平成20年度における業
界全体の消火器出荷本
数は、約400万本。その

Ｃ社消火器 Ｃ社消火器
処理施設

Ｃ社消火器
取扱窓口

うち、約50％の回収が行
われている。

Ａ社消火器 Ａ社消火器

新方式（Ｈ２２初旬～）

消火器の製造事業者が団体として環境省へ申請を行うもの（団体申請）。

取扱窓 約 カ所と

消火器
取扱窓口
（加盟会社

全 ）

Ｂ社消火器

社消火器
処理施設

Ｂ社消火器
処理施設

・取扱窓口約6,600カ所と
なる見込み。
・取扱窓口にて他社製品
も回収可能。

全て）
Ｃ社消火器 Ｃ社消火器

処理施設
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